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柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業（以下｢本事業｣という。）に関して，発

注者である柏市（以下｢市｣という。）は，●●株式会社グループ（以下「落札者」とい

う。）の構成企業たる●●株式会社，●●株式会社及び当該企業が設立した●●株式会社

（以下｢特別目的会社｣という。）との間で，本事業に関する基本的な事項について合意

し，この契約（以下｢本基本契約｣という。）を締結する。 

 

 （目的及び解釈） 

第１条 本基本契約は，市，構成企業及び特別目的会社との間において，本事業を円滑に

実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

２ 本基本契約において用いる語句は，本文中において特に明示するもの及び文脈上別異

に解すべきものを除き，別紙１（定義集）において定める意義を有する。 

３ 本基本契約で規定する法令等につき，改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が

行われた場合には，当該改正又は制定後の法令等が適用される。 

 

 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重）  

第２条 市は，本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し，その趣旨を

尊重するものとする。 

２ 構成企業及び特別目的会社は，本事業が公共性を有することを十分理解し，本事業の

実施に当たっては，その趣旨を尊重するものとする。 

３ 各当事者は，本基本契約の有効期間中，本事業の遂行のために相互に協力するものと

する。 

 

 （事業日程） 

第３条 本施設の運営に係る業務を行う期間（本事業の事業期間）は，本基本契約締結日

から令和２４年３月３１日までとする（以下当該期間を｢事業期間｣という。）。  

２ 事業期間のうち，本基本契約締結日から令和６年３月３１日までの期間は，本施設の

既存の運転事業者から円滑に業務を引き継ぐために必要な準備を行う期間（以下「事業

準備期間」という。）とする。 

３ 事業期間のうち，令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの期間は，本施設の

基幹的設備改良工事を実施しながら本施設（ただし，工事請負事業者が基幹的設備改良

工事に係る工事を実施中の箇所を除く。）の運営を行う期間（以下「工事運営期間」と

いう。）とする。ただし，工事請負契約により変更できるものとする。 

４ 事業期間のうち，令和９年４月１日から令和２４年３月３１日までの期間は，本施設

の運営を行う期間(以下「運営期間」という。)とする。 

 

 （株主の誓約） 

第４条 構成員は，本基本契約の有効期間中，次の事項を市に対して誓約し，遵守する。 
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 (1) 特別目的会社の本店所在地を，市内とすること。 

 (2) 特別目的会社の行う業務は，本施設の運営業務のみとすること。 

 (3) 特別目的会社の定款に，会社法（平成１７年法律第８６号）第１０７条第１項第

１号に定める事項を定め，かつ同法第１０８条第２項各号に定める事項に関する定

款の定めを置かないこと。 

 (4) 特別目的会社に対して全ての構成員が出資を行うこととし，構成員以外の者から

の出資は認めないこと。 

 (5) 代表企業は，特別目的会社の発行済み議決権付普通株式の５０％超を継続保有す

ること。 

 (6) 特別目的会社の資本金額は，金５，０００万円以上とし，当該資本金の額を維持

すること。 

 (7) 特別目的会社の定款に，会社法第３２６条第２項に従った取締役会，監査役，会

計監査人の設置の規定を設けること。ただし，会計監査人については，特別目的会

社の代表企業に係る会計監査人である公認会計士又は監査法人が，同法第３９６条

第１項の会計監査人による監査に準じて特別目的会社の会計監査を行う場合，この

限りではないものとする。 

 (8) 特別目的会社は，会計監査人（前項ただし書きの規定に基づく特別目的会社の代

表企業に係る会計監査人を含む。以下同じ。）の監査を受けた財務書類を市に提出

すること。 

 (9) 構成員は，構成企業及び特別目的会社が市との間で締結する全ての契約内容の履

行が終了するまで，市の事前の書面による承諾なくして，特別目的会社の株式の譲

渡，これに対する担保権の設定その他の処分を行わず，自ら又は自らが派遣する特

別目的会社の取締役をしてかかる処分に係る承認請求を承認せず，かつ承認させな

いこと。 

 (10) 構成員の特別目的会社株式の保有割合及び特別目的会社の資本金額は，別紙２の

とおりとし，必要な新株を引き受けること。ただし，市の事前の書面による承諾を

受けたときは，この限りでない。 

 

 （役割分担） 

第５条 本事業において民間事業者の果たす役割は別紙３のとおりとし，民間事業者は，

それぞれの役割につき以下の方法により業務実施責任を負う。 

 (1)  本施設の設計及び施工は，工事請負事業者が単独で又は他の構成企業及び協力会

社との共同で，これを行う。 

 (2)  本施設の運営業務は，特別目的会社が構成企業若しくは協力会社に委託し又は特

別目的会社の運転人員の派遣の受入等により，特別目的会社が行う。 

 (3)  民間事業者（特別目的会社を除く。以下本号において同じ。）と市との間の調整

及び民間事業者間の調整は，特別目的会社が行う。 
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 （設計及び施工業務） 

第６条 本施設の設計及び施工に係る業務の概要は，入札説明書等に定めるとおりとす

る。 

２ 工事請負事業者は，市との工事請負契約締結後，速やかにその業務に着手し，工事請

負契約，基本契約，要求水準書及び提案書類に従って，本施設の基幹的設備改良工事を

行い，令和９年３月３１日までに引渡しを行うものとする。 

３ 工事請負事業者は，工事請負契約の契約保証として工事請負契約の規定に基づき，保

証を付さなければならない。 

４ 工事請負事業者が共同企業体を結成している場合は，工事請負事業者は別に市に提出

する共同企業体協定書により前各項の義務を履行する。 

５ 第１項から前項までのほか，本施設の設計及び施工に係る契約条件の詳細は，工事請

負契約による。 

 

 （運営業務） 

第７条 本施設の運営業務は，統括マネジメント業務及び本施設（ただし，工事請負事業

者が基幹的設備改良工事に係る工事を実施中の箇所を除くが，当該工事が完了した箇所

は含む。次項及び第３項において同じ。）の運転・維持管理業務により構成され，その

各概要は，入札説明書等に定めるとおりとする。 

２ 特別目的会社は，市との運営業務委託契約締結後，速やかにその業務に着手し，運営

業務委託契約，基本契約，要求水準書及び提案書類に従って，本施設の統括マネジメン

ト業務及び運転・維持管理業務を行う。 

３ 特別目的会社は，運転・維持管理業務として，工事運営期間及び運営期間に本施設の

運転・維持管理を行う。 

４ 特別目的会社は，運営委託における契約保証として，運営業務委託契約の規定に基づ

き，保証を付さなければならない。 

５ 特別目的会社は，運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員等

を自らの責任で確保しなければならない。 

６ 第１項から前項までのほか，本施設の運営業務に係る契約条件の詳細は，運営業務委

託契約による。 

 

 （特別目的会社の保証） 

第８条 構成員は，運営業務委託契約に基づく特別目的会社の市に対する損害賠償義務及

び違約金支払義務の履行を，連帯して保証するものとする。 

２ 前項の保証の額は，事業期間全体の運営業務委託契約に基づく委託費の総額（固定費

と変動費の総額。変動費は計画搬入量に基づき算定する。）の１００分の１０に相当す

る金額から，次項に定めるところにより算定した金額（以下｢保証債務履行累積額｣とい

う。）を控除した額とする。ただし，特別目的会社が市に対して損害賠償義務又は違約
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金支払義務を負担する場合において，当該負担が構成員のいずれかの故意又は重過失に

より発生したときは，当該構成員は本項の定めにかかわらず，特別目的会社が市に対し

て負担する損害賠償義務又は違約金支払義務の全額を保証するものとする。 

３ 保証債務履行累積額は，保証債務の履行請求のあった日までに，当該日以前の市の保

証債務履行の請求に基づき構成員のいずれかが支払った金額の総計とする。ただし，次

の各号に定める場合に構成員が支払った金額は除く。 

 (1) 当該保証債務に係る債務が構成員のいずれかの故意又は過失により発生したもの

である場合 

 (2) 特別目的会社と構成員間の契約において構成員のいずれかの責めに帰すべき事由

により発生したものである場合 

 (3) 構成員が履行した保証債務が，保険により又は第三者（特別目的会社を含む。）

による保証債務の履行によって填補されている場合 

４ 市は，運営期間の変更，延長，委託費の変更その他運営業務委託契約又は主たる債務

の内容に変更が生じたことを知ったときは，遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知

しなければならない。本条に基づく保証の内容は，市による通知に係る主たる債務の変

更の内容に従って，当然に変更されるものとする。 

５ 市は，保証債務の履行を請求しようとするときは，代表企業に対して，保証債務履行

請求書を送付しなければならない。 

６ 構成員は，代表企業が前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から３０日以

内に，当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。 

７ 構成員は，市の同意を得た場合を除き，運営業務委託契約に基づく特別目的会社の債

務が全て履行されるまで，当該構成員が保証債務を履行したことにより，代位によって

取得した権利を行使することができない。 

 

 （特別目的会社への支援） 

第９条 構成員は，特別目的会社が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した

場合には，市と協議の上，その合意した内容に従い，連帯して，特別目的会社への追加

出資又は劣後融資その他の財政的支援措置を講じるものとする。 

 

 （計算書類等の提出等） 

第１０条 構成企業は，市が求めた場合，会社法上作成が要求される計算書類及びその附

属明細書の写しを市に提出しなければならない。なお，当該企業が監査法人又は公認会

計士による監査を受けている場合は，監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類

及びその附属書類を市に提出するものとする。 

２ 構成員は，特別目的会社の取締役が選任若しくは解任された場合，又はその他提案書

類で提案されている特別目的会社の経営体制が変更された場合は，特別目的会社をして

これを速やかに市に報告させ，また特別目的会社はかかる報告をするものとする。 
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３ 構成員は，会計監査人の監査を受けた特別目的会社の財務書類の写しを，特別目的会

社の事業年度の終了後３ヶ月以内に毎年市に提出させ，また特別目的会社はかかる提出

をしなければならない。 

 

 （基本契約上の権利義務の譲渡の禁止） 

第１１条 本基本契約の各当事者は，他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につ

き，自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。 

 

 （債務不履行等） 

第１２条 本基本契約の各当事者は，本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当

事者に損害を与えた場合は，その損害を賠償しなければならない。 

 

 （秘密保持義務） 

第１３条 本基本契約の各当事者は，本基本契約に関連して他の当事者（以下本条におい

て「相手方」という。）から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し，かつ責

任をもって管理し，本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはなら

ず，本基本契約に別段の定めがある場合を除いては，相手方の事前の承諾なしに第三者

に開示してはならない。 

２ 次の情報は，前項の秘密情報に含まれないものとする。 

 (1) 開示のときに公知である情報 

 (2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

 (3) 相手方に対する開示の後に，本基本契約の当事者のいずれの責めにも帰すことの

できない事由により公知となった情報 

 (4) 本基本契約の各当事者が，本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないこと

を書面により合意した情報 

３ 第１項の定めにかかわらず，本基本契約の各当事者は，以下に掲げる場合は相手方の

承諾を要することなく，相手方に対する事前の通知を行うことにより，秘密情報を開示

することができる。ただし，相手方に対する事前の通知を行うことが，権限ある関係当

局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合は，かかる事前の通知を行うことを要さない。 

 (1) 弁護士，公認会計士，税理士，公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示

する場合 

 (2) 法令等（柏市個人情報の保護に関する法律施行条例を含む。）に従い開示が要求

される場合 

 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合 

 (4) 本基本契約の各当事者が，市と守秘義務契約を締結したアドバイザー，及び自ら

と守秘義務契約を締結した構成企業又は特別目的会社の下請企業に開示する場合 

 (5) 市が本事業に係る業務を構成企業又は特別目的会社以外の第三者に委託する場合
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の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特

定の者に開示する場合 

 

 （参加資格喪失等による特定事業契約の不締結及び解除） 

第１４条 落札者が，本事業に係る入札説明書に規定する応札者の参加資格を有していな

かった場合又はその後いずれかの特定事業契約が締結される前に落札者が当該参加資格

を喪失した場合，その判明の時期を問わず，市は，特定事業契約のうち締結未了のもの

はこれらを締結しないことができ，また特定事業契約のうち締結済みのものはこれらを

解除することができるものとし，このため構成企業及び特別目的会社に損害が生じて

も，市はその賠償の責めを負わないものとする。 

 

（談合その他の不正行為による特定事業契約の不締結等） 

第１５条 市は，構成企業が本事業の入札手続に関して，次の各号のいずれかに該当した

ときは，特定事業契約を解除し，又は特定事業契約を締結しないことができるものと

し，このため構成企業及び特別目的会社に損害が生じても，市はその賠償の責めを負わ

ないものとする。 

 (1) 構成企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し又は構成企業が構成事

業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより，公正取引委

員会が構成企業に対し，同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場

合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行

い，当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が同法第６３条第２項の規

定により取り消された場合を含む。）。 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が構成企業又は構成企業が構成事業者である事業者団体（以下「構成

企業等」という。）に対して行われたときは，構成企業等に対する命令で確定したも

のをいい，構成企業等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令全てが

確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において，本基本契約に関し，独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により，構成企業に独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において，本事業が，当該期間（これらの命令に係る事件に

ついて，公正取引委員会が構成企業に対し納付命令を行い，これが確定したときは，

当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札手続が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものである

とき。 
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 (4) 構成企業（法人にあっては，その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

 (5) 構成企業（法人にあっては，その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の

規定による刑が確定したとき。 

２ 構成企業は，前項各号のいずれかに該当するときは，市が特定事業契約を解除するか

否か又は特定事業契約を締結するか否かにかかわらず，入札価格の１００分の２０に相

当する額を違約罰としての賠償金として市が指定する期限までに支払わなければならな

い。構成企業が本基本契約を履行した後も，同様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，構成企業は，次の各号のいずれかに該当したときは，入札

価格の１００分の２０に相当する額を違約罰としての賠償金として支払わなければなら

ない。 

 (1) 第１項第１号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第７条の２第７

項の規定の適用があるとき。 

 (2) 第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において，構成企業が違反行為の首謀

者であることが明らかになったとき。 

４ 前二項の規定にかかわらず，市は，市に生じた実際の損害額が各項に規定する賠償金

の額を超える場合においては，構成企業に対しその超過分につき賠償金を請求すること

ができる。 

５ 第二項から前項までの場合において，構成企業は，賠償金を連帯して市に支払わなけ

ればならない。 

 

 （暴力団排除に係る特定事業契約の不締結等） 

第１６条 市は，構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは，特定事業契約を解除

し，又は特定事業契約を締結しないことができるものとし，このため構成企業及び特別

目的会社に損害が生じても，市はその賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 法人等の役員等に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら，その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

 (2) 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営

又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (3) 法人等の役員等又は使用人が，暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認めら

れるとき。 

 (4) 法人等の役員等又は使用人が，暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営
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若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し，又は便宜を供

与するなど暴力団の維持運営に協力し，又は関与していると認められるとき。 

 (5) 法人等の役員等又は使用人が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

 (6) 法人等の役員等又は使用人が，第１号から前号までのいずれかに該当する法人等

であることを知りながら，これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 構成企業は，前項各号のいずれかに該当するときは，市が特定事業契約を解除するか

否か又は特定事業契約を締結するか否かにかかわらず，入札金額の１００分の１０に相

当する額を違約罰としての賠償金として市が指定する期限までに支払わなければならな

い。 

３ 前項の規定にかかわらず，市は，市に生じた実際の損害額が各項に規定する賠償金の

額を超える場合においては，構成企業に対しその超過分につき賠償金を請求することが

できる。 

４ 前二項の場合において，構成企業は，賠償金を連帯して市に支払わなければならな

い。 

 

 （特定事業契約不調の場合の処理） 

第１７条 事由の如何を問わず特定事業契約の締結に至らなかった場合又は効力を生じな

かった場合は，既に市，構成企業及び特別目的会社が本事業の準備に関して支出した費

用は各自の負担とし，相互に債権債務関係が生じないものとする。ただし，第１５条第

１項又は前条第１項の規定に従い特定事業契約が解除され又は特定事業契約が締結に至

らなかった場合には，市は構成企業に対し，本基本契約の規定に従い賠償金を請求する

ことができる。 

 

 （事業者間の調整） 

第１８条 民間事業者間において本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場

合は，民間事業者間で解決するものとし，特別目的会社は民間事業者（特別目的会社を

除く。以下本項において同じ。）間の調整を行うものとする。また，構成企業は特別目

的会社による民間事業者間の調整に協力しなければならない。 

２ 民間事業者の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって他の民間事業者に

損害が発生した場合は，民間事業者間で解決するものとし，市は何ら責任を負わず，損

害を被った民間事業者は，市に対して損害の賠償を求めることはできない。 

 

 （事業期間中の契約協議及び解除） 

第１９条 市は，契約条件その他の事項につき協議が必要と認めるときは，いつでも構成

企業及び特別目的会社に対して協議を求めることができ，構成企業及び特別目的会社は

同協議に誠実に応じなければならない。 
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２ 市が特定事業契約に規定されている民間事業者の責めに帰すべき事由に基づき当該特

定事業契約を解除した場合において，市が本事業を継続することが困難であると判断し

たときは，市は当該解除された特定事業契約以外の特定事業契約の全て又は一部を解除

することができる。 

３ 前項に基づく解除により民間事業者に損害が生じた場合であっても，市は何ら責任を

負わず，民間事業者は市に対して損害の賠償を求めることはできない。 

 

 （準拠法及び管轄裁判所） 

第２０条 本基本契約は，日本国の法令に従い解釈されるものとし，市及び民間事業者

は，本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について，千葉地方裁判所松戸支部を第

一審とする専属管轄に服することに合意する。 

 

 （基本契約の有効期間）  

第２１条 本基本契約は，市の議会の議決を経て，工事請負契約の本契約が締結されたこ

とをもって有効とする停止条件付きの契約とする。 

２ 本基本契約の有効期間は，前項の規定により本基本契約が有効となったときから運営

期間満了日までとする。ただし，第８条第１項の構成員による保証の期間は，運営期間

満了日から１年を経過する日までとする。 

 

（解釈） 

第２２条 本基本契約及び関連書類，書面による通知は日本語で作成される。また，本基

本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。 

２ 本基本契約の変更は書面で行うものとする。 

 

（定めのない事項） 

第２３条 本基本契約に定めのない事項については，市及び民間事業者が誠実に協議して

定めることとする。 
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 本基本契約の証として，本書●通を作成し，当事者記名押印の上，各自その１通を保有

する。 

 

令和５年９月●日 

 

（市） 

千葉県柏市五丁目 10 番１号 

柏市 

柏市長 太田 和美 

 

（代表企業） 

 

 

 

 

（構成企業） 

 

 

 

 

（特別目的会社） 
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別紙１ 

定義集 

 

(1)  「運営業務委託契約」とは，市と特別目的会社の間で締結される本施設の運営に係

る運営業務委託契約をいう。 

(2)  ｢協力会社｣とは，落札者のうち，構成企業ではないが業務の一部を構成企業又は特

別目的会社から直接請負又は受託する企業をいう。 

(3)  「工事請負契約」とは，市と工事請負事業者の間で締結される本施設の基幹的設備

改良工事に係る建設工事請負契約（仮契約を含む。）をいう。 

(4)  ｢工事請負事業者｣とは，工事請負契約に基づき，単独又は特定建設工事共同企業体

により本施設の設計・施工業務を行う事業者をいう。 

(5)  ｢構成員｣とは，構成企業のうち，特別目的会社に出資する企業をいう。 

(6)  ｢構成企業｣とは，落札者のうち，市と基本協定及び基本契約を締結する企業を個別

に又は総称していう。 

(7)  ｢代表企業｣とは，構成員であり，落札者を代表する役割を果たす●●株式会社をい

う。 

(8)  「提案書類」とは，本事業の入札において，落札者が入札時に提出した技術提案

書，非価格要素提案書，事業計画書及び入札書等の書類一式（ただし，その後に市の

同意を得てこれらの書類が変更された場合は当該変更後の書類）をいう。 

(9)  ｢特定事業契約｣とは，基本契約，工事請負契約及び運営業務委託契約を個別に又は

総称していう。 

(10)  ｢特別目的会社｣とは，落札者のうち構成員が株主として出資し，本施設の運営業務

を目的として設立される会社をいう。 

(11)  「入札説明書等」とは，本事業を実施する民間事業者の入札に際して配布した以下

の書類等及びこれらに関する質疑回答をいう。 

イ 入札説明書 

ロ 要求水準書 

ハ 契約書（案） 

ニ 様式集 

(12)  「本事業」とは，柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業をいう。 

(13)  ｢本施設｣とは，柏市清掃工場を構成する施設を個別に又は総称していい，ごみ焼却

施設，粗大ごみ処理施設，その他の敷地内の外構設備等を含む施設全般により構成さ

れる。 

(14)  ｢民間事業者｣とは，特別目的会社，構成企業及び協力会社を個別に又は総称してい

う。 

(15)  「要求水準書」とは，本事業の入札において市が公表した入札書類のうち要求水準

書及びこれに関する質疑回答をいう。 
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別紙２ 

特別目的会社の資本金及び株主構成 

 

特別目的会社の資本金の額 ●億円 

特別目的会社の発行済株式の総数 ●株 

  

出資者（代表企業）  

商号 ●●株式会社 

所在地  

出資額  

引き受ける株式の総数  
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別紙３ 

 

民間事業者の役割分担 

 

役割 企業 区分 備考 

統括マネジメント    

設計・施工    

運転・維持管理    

 


